
2020年 3月 2日 

 

お客さま各位 

 

益田信用組合 

 

各種預金規定等改定のお知らせ 

 

平素は、益田信用組合をご利用いただき誠にありがとうございます。 

2020年 4月に施行される民法改正を踏まえまして、従来からの取扱内容等を明確にするため、

各種預金規定等について 2020年 4月 1日（水）より改定いたします。 

なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます

ので、あらかじめご了承ください。 

また、今回の内容変更は改正後の民法に準拠することが目的であり、本変更による手続の変更

はございません。 

 

１．改定日 

２０２０年４月１日（水） 

 

２．各種預金規定等改定内容および新旧対照表 

 

⑴ 規定変更時の手続の明確化 

規定内容を変更する際の手続要件が明確にされたため、当組合が規定内容を変更する際に

おける変更手続を規定に明記します。 

改定後 改定前 

16．（規定の変更） 

⑴ この規定の各条項その他の条件は、

金融情勢の状況の変化その他相当の事

由があると認められる場合には、当組

合ウェブサイトヘの掲載による公表そ

の他相当の方法で周知することによ

り、変更できるものとします。 

⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める

適用開始日から適用されるものとしま

す。 

 

 

 



⑵ 後見人等ご本人について補助・保佐・後見が開始された場合の手続の明確化 

預金者の後見人等が後見制度の対象となった場合にも届出いただくよう改定いたします。 

改定後 改定前 

９．（成年後見人等の届出） 

⑴ 家庭裁判所の審判により、補助・保

佐・後見が開始されたときは、直ちに成

年後見人等の氏名その他の必要な事項

を書面によって当組合に届出てくださ

い。預金者の成年後見人等について、家

庭裁判所の審判により、補助・保佐・後

見が開始された場合も同様にお届けく

ださい。 

⑵～⑸（省略） 

９．（成年後見人等の届出） 

⑴ 家庭裁判所の審判により、補助・保

佐・後見が開始されたときは、直ちに成

年後見人等の氏名その他の必要な事項

を書面によって当組合に届出てくださ

い。 

 

 

 

⑵～⑸（省略） 

 

⑶ 定期預金の満期日前解約の制限の明確化 

改正民法の下では、預金について、寄託の規定を準用することとなり、「寄託者（預金者）

は受託者（当組合）に対していつでも返還を請求できる」旨の規定が適用され、別段の合意が

ない限り、定期預金の満期日前であっても解約できることとなります。したがいまして、定期

預金の満期日前の制限について明確化します。 

改定後 改定前 

５．（利息） 

⑴～⑶（省略） 

⑷ この預金を第１３条第１項により満

期日前に解約する場合には、その利息

は、預入日（継続をしたときは最後の継

続日）から解約日の前日までの期間に

ついて次の預入期間に応じた利率（小

数点第４位以下は切捨てます。）によっ

て１年複利の方法により計算し、この

預金とともに支払います。 

⑸（省略） 

13．（解約、書替継続等） 

⑴ この預金は、当組合がやむを得ない

と認める場合を除き、満期日前の解約

はできません。 

⑵～⑹（省略） 

５．（利息） 

⑴～⑶（省略） 

⑷ 当組合がやむを得ないものと認めて

この預金を満期日前に解約する場合に

は、その利息は、預入日（継続をしたと

きは最後の継続日）から解約日の前日

までの期間について次の預入期間に応

じた利率（小数点第４位以下は切捨て

ます。）によって１年複利の方法により

計算し、この預金とともに支払います。 

⑸（省略） 

13．（解約、書替継続等） 

 

 

 

⑴～⑸（省略） 

 



３．改定する各種預金規定等 

規定名称 

規定改定内容 

変更時の 

手続の 

明確化 

後見等開始 

の際の届出 

満期日前 

解約の制限 

の明確化 

当座勘定規定(一般用) ● ●  

当座勘定規定(専用約束手形口用) ● ●  

普通預金規定 ● ●  

無利息型普通預金規定 ● ●  

貯蓄預金規定 ● ●  

納税準備預金規定 ● ●  

通知預金規定 ● ●  

自由金利型定期預金規定 ● ● ● 

自動継続自由金利型定期預金規定 ● ● ● 

自由金利型定期預金(Ｍ型)規定 ● ● ● 

自動継続自由金利型定期預金(Ｍ型)規定 ● ● ● 

期日指定定期預金規定 ● ● ● 

自動継続期日指定定期預金規定 ● ● ● 

変動金利定期預金規定 ● ● ● 

自動継続変動金利定期預金規定 ● ● ● 

財産形成期日指定定期預金規定 ● ● ● 

財産形成住宅預金規定 ● ● ● 

財産形成年金預金規定 ● ● ● 

定期積金規定 ● ● ● 

金利優遇定期積金規定 ● ● ● 

ますしん定期性総合口座取引規定 ● ●  

ますしんキャッシュカード規定 ●   

デビットカード取引規定 ●   

貸金庫規定 ●   

休眠預金等活用法に係る預金規定 ●   

振込規定 ●   

※ 改定後の各種規定は、こちらからご確認いただけます。 

 

各種規定一覧 

 

kanamori
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